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１ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 計画対象区域及び計画人口 

  計画対象区域 八潮市全域 

  計画人口   ９３，９７５人 

 

３ 一般廃棄物の排出量の見込み及び処理主体 

一般廃棄物の種類 年間排出量 収集運搬の主体 

ごみ 

家庭系 

燃えるごみ １７,０００ｔ 

八潮市（委託） 

燃えないごみ・有害 ７００ｔ 

資源 

ビン・カン類 １,０００ｔ 

紙 １,１００ｔ 

布 １８０ｔ 

ペットボトル ３２０ｔ 

白色トレイ １ｔ 

資源 

紙 ４００ｔ 

集団回収登録団体 

布 ２５ｔ 

鉄 １０ｔ 

ビン １ｔ 

ペットボトル ４ｔ 

粗大ごみ ３００t 八潮市（直営・委託） 

事業系 

燃えるごみ ９，０００ｔ 

排出者本人 

又は許可業者 

資源 ビン・カン類 ５ｔ 

粗大ごみ・有害ごみ １ｔ 

河川の刈草・剪定枝 １０ｔ 

食品循環残渣 ３０ｔ 

路上廃棄物（不法投棄）  

特定家庭用機器 

（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍

庫、洗濯機、乾燥機） 

 
機器販売店 

又は許可業者 

家庭用パソコン  メーカー 

刈草・剪定枝 １０ｔ 排出者本人 

木製粗大（木くず） １０ｔ 八潮市（直営） 

し尿 １,４００kℓ 八潮市（委託） 

浄化槽汚泥 １２,０００kℓ 許可業者 
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４ 普及啓発計画 

（１）市民、事業者への情報提供 

  ○ ごみの分け方、出し方について説明しているごみ収集カレンダーの配布及びごみ

分別アプリの周知 

  ○ 「広報やしお」におけるごみに関する特集記事、ホームページでの啓発記事の掲

載 

  ○ 資源回収団体への奨励金の交付 

  ○ 環境美化指導員によるポイ捨て防止等の啓発活動を八潮駅前で実施 

  ○ 食品ロスに関する啓発活動の実施（広報、ホームページ、ごみ収集カレンダー等） 

  〇 リチウムイオン電池の適正な排出方法の周知 

 

（２）環境教育の推進 

  ○ リサイクルプラザの見学、体験学習の受入れ 

  ○ 出前講座の実施 

 

（３）排出指導 

  ○ ごみ収集カレンダー及びごみ分別アプリによるごみの分別、排出方法の周知 

  ○ 排出日掲示用看板の配布（希望集積所） 

  ○ 散乱防止ネットの配布（希望集積所） 

  ○ 事業系ごみの排出についての広報紙等による周知 

  ○ ペットボトル回収用ネット袋の配布（ペットボトルのキャップも同時に回収） 

 

（４）市民・事業者の意見反映 

 ○ ゴミゼロ運動活動の支援（八潮市民美化運動推進協議会） 

  ○ 八潮市廃棄物減量等推進審議会における一般廃棄物処理実施計画の審議 

 

５ 発生抑制計画・再使用、再生利用計画 

（１）市民・事業者への要請 

 ○ 広報やしお等によるごみの減量化・資源化の呼びかけ 

  ○ 市民・事業者に対するごみの減量化・資源化の要請 

（２）資源化の促進 

 ○ 分別による資源化の推進。特に、雑紙の資源化に関する周知と推進 

  ○ 自転車、家具類の再生事業（リサイクルプラザ） 

  

６ 不法投棄対策 

  〇国・県・市との合同による対策会議の開催 

  〇年末のパトロールの実施 
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７ 収集・運搬計画 

区分 種  目 収集運搬の方法 収集区域 

家 

庭 

系 

ご 

み 

燃えるごみ 委託 市内全域 

燃えないごみ 委託 市内全域 

有害ごみ 委託 市内全域 

資源 （ビン・カン類） 委託 市内全域 

資源 （紙） 委託 市内全域 

資源 （布） 委託 市内全域 

ペットボトル（キャップも含む） 委託 市内全域 

廃乾電池 

白色トレイ 
直営 拠点施設 

粗大ごみ 直営 自己 市内全域 

事 

業 

系 

ご 

み 

燃えるごみ 許可 市内全域 

資源 （ビン・カン類） 許可等 市内全域 

粗大ごみ 許可 自己 市内全域 

有害ごみ 許可 市内全域 

河川の刈草、剪定枝 自己 市内全域 

食品循環残渣 許可 市内全域 

路上廃棄物（不法投棄） 許可 自己 市内全域 

特定家庭用機器 許可 自己 市内全域 

家庭用パソコン 自己 市内全域 

刈草・剪定枝 許可 自己 市内全域 

木製粗大（木くず） 許可 市内全域 
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排出方法 収集回数 搬入先 

透明又は半透明の袋 週２回 集積所 東埼玉資源環境組合第一工場及び第二工場 

透明又は半透明の袋 月１回 集積所 リサイクルプラザ 

透明又は半透明の袋 月１回 集積所 リサイクルプラザ 

透明又は半透明の袋 
月３～４回 

集積所 
リサイクルプラザ 

ひもで十字に縛る 月２回 集積所 民間処理業者 

透明又は半透明の袋 月２回 集積所 リサイクルプラザ 

専用ネット袋への移し替え 月２回 集積所 民間処理業者 

専用容器 随 時 リサイクルプラザ 

戸別回収・直接持込 随 時 リサイクルプラザ 

個別搬出 随 時 東埼玉資源環境組合第一工場及び第二工場 

個別搬出 随 時 民間処理業者 

個別搬出 随 時 民間処理業者 

個別搬出 随 時 民間処理業者 

個別搬出 随 時 東埼玉資源環境組合 堆肥化施設等 

個別搬出 随 時 民間処理業者 

個別搬出 随 時 リサイクルプラザ 

個別搬出 随 時 メーカー等が指定する場所 

個別搬出 随 時 メーカー等が指定する場所 

個別搬出 随 時 東埼玉資源環境組合 堆肥化施設等 

個別搬出 随 時 東武環境センター株式会社 
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８ 中間処理計画及び最終処分計画 

 

（１）処理施設の概要 

 ① 焼却処理施設 

施設名 東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設 

所在地 越谷市増林３丁目２番地１ 

形 式 全連続焼却式機械炉 ８００ｔ／日 

 

施設名 東埼玉資源環境組合第二工場ごみ処理施設 

所在地 草加市柿木町１０７番地１ 

形 式 直接ガス化溶融炉 ２９７ｔ／日 

 ② 資源化施設 

施設名 八潮市リサイクルプラザ 

所在地 八潮市大字八條２３６５番地１ 

形 式 
粗大ごみ処理施設 ５ｔ／５ｈ 

資源・不燃物処理施設 ２５ｔ／５ｈ 

 ③ 木くず破砕施設（民間施設） 

施設名 東武環境センター株式会社 破砕施設 

所在地 八潮市大字西袋７６８番地１ 

形 式 せん断型回転式破木機１７６ｔ／日 

 ④ し尿処理施設 

施設名 東埼玉資源環境組合第二工場汚泥再生処理センター 

所在地 八潮市大字八條６８１番地１ 

形 式 固液分離方式＋水処理方式＋下水道放流 ２６０kℓ／日 

 ⑤ 堆肥化施設 

施設名 東埼玉資源環境組合堆肥化施設 

所在地 越谷市増林３丁目２番地１ 

処理能力 一次破砕機 4.5ｔ/ｈ，二次破砕機 3ｔ/ｈ，三次破砕機 0.9ｔ/ｈ 

 

（２）最終処分場の概要 

施設名 東埼玉資源環境組合最終処分場 

所在地 吉川市大字高久６６６番地１ 

 ごみ焼却残渣 

 

施設名 八潮市一般廃棄物最終処分場 

所在地 八潮市大字八條２４５２番地１ 

 不燃物残渣 
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（３）一般廃棄物処理施設への計画搬入量  

 ①東埼玉資源環境組合ごみ処理施設            （ t/日） 

搬入形態別 

の内訳量 

（１日平均搬入量） 

家庭系（委託） ５４.６６ 

事業系（許可） ２８.９４ 

計 ８３.６０ 

 

 ②リサイクルプラザ                （ t/日）  

搬入形態別 

の内訳量 

 

（１日平均搬入量） 

家庭系 

資源（ビン・カン類）（委託） ５.１０ 

資源（ペットボトル）（委託） ６.６７ 

資源（白色トレイ）（委託） ０.０２ 

不燃・有害（委託） １１.６７ 

粗大（直営） １.０７ 

事業系 
資源（許可） ０.０２ 

粗大・有害（許可） ０.０１ 

 計 ２４.５６ 

 

③東埼玉資源環境組合第二工場汚泥再生処理センター  （ kℓ/日）  

搬入形態別の内訳量 

（１日平均搬入量） 

し尿（委託） ４.５０ 

浄化槽汚泥（許可） ３８.５９ 

計 ４３.０９ 

 

（４）処理・処分の方法 

  ○ 燃えるごみ 

東埼玉資源環境組合第二工場ごみ処理施設に搬入して焼却 

第二工場に搬入できない場合は第一工場ごみ処理施設に搬入して焼却 

  ○ 家庭系燃えないごみ 

リサイクルプラザに搬入し、燃えるごみと資源に分けて処理し、不燃物残

渣は、最終処分場において埋立て処分 

  ○ 有害ごみ（廃乾電池） 

リサイクルプラザに搬入し、資源化業者において資源化処理 

 ○ 有害ごみ（蛍光管） 

リサイクルプラザに搬入し、資源化業者において資源化処理 

 ○ 資源（ビン・カン） 

リサイクルプラザに搬入し、アルミ缶、スチ－ル缶、生ビン、カレット（白・

茶・その他）に選別・資源化 

 ○ 資源（紙・布） 

買取り業者に払い下げ 
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  ○ 資源（ペットボトル・白色トレイ） 

買取り業者に払い下げ 

 ○ 粗大ごみ 

リサイクルプラザに搬入し、燃えるごみ・資源に分けて処理 

 ○ 木製粗大（木くず） 

東武環境センター株式会社に搬入して破砕処分 

 ○ 刈草、剪定枝 

東埼玉資源環境組合堆肥化施設で堆肥化 

  ○ 食品循環資源 

市が定める方法で処理して資源化 

  ○ 路上廃棄物（不法投棄） 

分別し、それぞれ処理 

  ○ 特定家庭用機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機）

メーカー等が指定する場所へ引き渡す 

 ○ 家庭用パソコン 

メーカー等が指定する場所へ引き渡す 

  ○ し尿・浄化槽汚泥 

東埼玉資源環境組合第二工場汚泥再生処理センターに搬入し、脱水処理を

行い、東埼玉資源環境組合第二工場において焼却処理 

 ○ 不燃物（処理困難物） 

八潮市リサイクルプラザに搬入し、適切に中間処理及び最終処分 

  〇 再資源化処理 

東埼玉資源環境組合に搬入した燃えるごみを処理し、彩の国資源循環工場、

福島県リサイクル工場にて再資源化処理 

  〇 焼却残渣 

東埼玉資源環境組合に搬入した残渣は、埼玉県環境整備センター、山形県

民間処分場、秋田県民間処分場、茨城県民間処分場、秋田県大館市民間処

分場にて埋立処分 
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９ 一般廃棄物処理業許可業者・浄化槽清掃業許可業者 

 

 ○ 許可業者は、以下のとおりとする。現在許可を受けている事業者により、適

正処理が確保されているため、新たな事業者の許可は行わない。 

 ただし、次の場合は、必要に応じ、対処する。 

   ・著しいごみの増加などにより、本計画の実施に支障をきたす恐れがある場

合。 

・広域的な処理やリサイクルを促進する観点から、既存の製造施設でリサイ

クルを行う場合や新たな廃棄物に対応する場合。 

 

一般廃棄物処理業 

番号 業 者 名 廃棄物の種類 処理区分 

１ 小早川商事 有限会社 ごみ し尿 浄化槽汚泥 収集運搬 

２ 有限会社 中山清掃 ごみ し尿 浄化槽汚泥 収集運搬 

３ 八潮清掃 株式会社 ごみ し尿 浄化槽汚泥 収集運搬 

４ 八潮興業 株式会社 ごみ し尿 浄化槽汚泥 収集運搬 

７ 株式会社 丸三興業 ごみ 収集運搬 

８ 八潮環境事業協同組合 ごみ 収集運搬 

９ エスシーエス 株式会社 ごみ 収集運搬 

１０ 東武環境センター 株式会社 ごみ（木くずに限る） 処分 

１２ グリーン建設 株式会社 ごみ（枝・草に限る） 処分 

１６ 草加清掃 有限会社 
特定家庭用機器（家電リサ

イクル法対象品目） 

収集運搬 

及び保管 

１７ 有限会社 リアル 
ごみ（遺品整理・契約リサ

イクルショップに限る） 
収集運搬 

１８ 株式会社 山本商店 ごみ（遺品整理に限る） 収集運搬 

※番号は市で許可した番号（許可番号）です。 

 

浄化槽清掃業 

番号 業 者 名 処理区分 

 １ 小早川商事 有限会社 収集運搬 

 ２ 有限会社 中山清掃 収集運搬 

 ３ 八潮清掃 株式会社 収集運搬 

 ４ 八潮興業 株式会社 収集運搬 

 


